
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
事
項
を
変
更
し
た
件                         

二
一
九 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件                 

二
一
九 

　公

　告 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

二
二
〇 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

二
二
〇 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と 

　な
っ
た
件                                                                 

二
二
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号 

　林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
生
産
事
業
者
の
登
録
の
変
更
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
四
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

登
録
番
号
五
三
〇 

一

　氏
名
又
は
名
称 

変
更
前

　野
尻

　良
光 

変
更
後

　株
式
会
社

　野
尻
緑
産

　代
表
取
締
役

　野
尻

　榮
一 

二

　住
所 変

更
前

　福
島
市
荒
井
字
地
蔵
原
乙
二
六
︱
一
八 

変
更
後

　福
島
市
荒
井
字
地
蔵
原
丙
一
番
地 

三

　事
業
所
の
名
称 

変
更
前

　な
し 

変
更
後

　株
式
会
社

　野
尻
緑
産 

四

　事
業
所
の
所
在
地 

変
更
前

　福
島
市
荒
井
字
地
蔵
原
乙
二
六
︱
一
八 

変
更
後

　福
島
市
荒
井
字
地
蔵
原
丙
一
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百

八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の

内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
四
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

中
野
洋
志

　長
谷
川
金
治

　石
井
典
夫

　高
木
則
夫

　草
野
勝
哉

　菅
波
禎
子

　瀬
谷
秀
武

　石

井
美
代
子

　戸
田
道
雄

　中
野
庄
内

　後
藤
文
雄

　佐
藤
義
昭

　西
山
義
意

　会
田
孝
子

　山
野
辺

光
一
郎

　舩
生
博
司

　船
生
壽
一

　馬
上
博
美

　片
寄
勝
広

　鈴
木
一
夫

　新
妻
太

　青
木
友
子

　

石
井
美
代
子

　佐
藤
チ
ヱ
子

　佐
藤
チ
ヱ
子

　後
藤
文
雄

　石
井
典
夫

　高
木
則
夫

　会
田
孝
子

　

西
山
義
意

　鈴
木
一
夫 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号
）
に
よ

る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公 告 第 ７ ２ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 ４ 月 16 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
コ ピ ー 用 紙 Ａ ４ （ 2 , 5 0 0 枚 入 ）   予 定 数 量 2 9 , 0 0 0 箱  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ６ 年 ３ 月 22 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
株 式 会 社 小 名 浜 包 装 資 材   福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 林 城 字 榎 町 ８ 番 １  

５   落 札 金 額  
１ 箱 当 た り 1 , 6 9 9 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  
                       
公 告 第 ７ ３ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ６ 年 ４ 月 16 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
⑴   免 許 証 カ ー ド 基 体 （ Ｉ Ｃ ）   予 定 数 量 378 箱  
⑵   イ ン ク リ ボ ン カ セ ッ ト （ Ｉ Ｃ ）   予 定 数 量 173 箱  
⑶   運 転 経 歴 証 明 書 用 カ ー ド 基 体   予 定 数 量 20 箱  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
令 和 ６ 年 ３ 月 18 日  

４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  
⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷

加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  
⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷

加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  
⑶   １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等   株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ｐ ア イ デ ィ ー シ ス テ ム   東 京 都 新 宿 区 市 谷

加 賀 町 一 丁 目 １ 番 １ 号  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

⑴   １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 4 58 , 1 00 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 ）  

⑵   １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 1 40 , 0 00 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 ）  

⑶   １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等   １ 箱 当 た り 1 50 , 6 00 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る
額 を 除 く 。 ）  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
随 意 契 約  

７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  

（ 入 札 用 度 課 ）  
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
は
、
令
和
六
年
四
月
二
日
以
後
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
の
た
め
に
寄
附
を
受

け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
四
月
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
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　委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

そ
の
他
の
政
治
団
体 

 

代
表
者
の
氏 

会
計
責
任
者 

 

政 

治 

団 

体 

の 

名 

称 
 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

名

　
　
　
　
の
氏
名

　
　

石
川
地
方
の
未
来
を
考
え 

金
内

　登

　

 
小
豆
畑

　幸 

福
島
県
石
川
郡
石
川
町
字
草
倉
田 

る
会

　
　
　
　
　
　
　
　

司

　
　
　
　
三
二
︱
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
森
春
男
後
援
会

　
　
　

 

小
針

　康
敬 

車
田

　英
一 
福
島
県
石
川
郡
玉
川
村
大
字
山
小 

屋
字
的
場
五

　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
哲
夫
後
援
会

　
　
　

 

宮
崎

　明
人 

原

　富
紀
夫 

福
島
県
郡
山
市
八
山
田
西
五
︱
一 

四
〇
︱
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
又
や
す
ひ
こ
を
応
援
す 

川
又

　康
彦 

川
又

　康
彦 

福
島
県
福
島
市
飯
坂
町
字
湯
町
二 

る
会

　
　
　
　
　
　
　
　

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
か
お
る
連
合
後
援
会 

小
林

　香

　

 

矢
吹

　フ
ミ 

福
島
県
福
島
市
三
河
南
町
四
︱
一 

子

　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
幡
ま
す
み
後
援
会

　
　

 

木
幡
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す 
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　仁

　

 

福
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県
会
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市
中
島
町
一

み

　
　
　
　

二
︱
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
さ
う
ち
直
幸
後
援
会

　

 

笹
内

　直
幸 

鈴
木

　一
功 

福
島
県
会
津
若
松
市
材
木
町
二
︱ 

八
︱
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
は
ら
真
紀
と
か
け
は
し 

佐
原

　真
紀 

佐
原

　真
紀 

福
島
県
福
島
市
笹
谷
三
本
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四
︱ 

の
会

　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
子
善
一
後
援
会

　
　
　

 

宮
野

　由
美 

平
子

　善
一 

福
島
県
い
わ
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市
遠
野
町
大
平
字 

子

　
　
　
　

下
中
根
一
五
六
︱
四

　
　
　
　
　

円
谷
健
市
後
援
会

　
　
　

 

円
谷

　健
市 

吉
田

　一
弘 

福
島
県
石
川
郡
石
川
町
字
草
倉
田 

三
二
︱
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
田
俊
広
後
援
会

　
　
　

 

□
口

　実

　

 

大
森
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男 

福
島
県
会
津
若
松
市
南
花
畑
二
︱ 

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
塚
與
志
一
後
援
会

　
　

 

菅
野

　高

　

 

根
本

　忠
治 

福
島
県
二
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